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函館市過疎地域持続的発展計画（令和８(2026)年度～令和 12(2030) 

年度）（素案）に対するパブリックコメント（意見公募）手続の実施 

について 

 

 このことについて，函館市過疎地域持続的発展計画（令和８(2026)年度～令

和 12(2030)年度）（素案）に対するパブリックコメント（意見公募）手続を下

記のとおり実施いたします。 

つきましては，委員の皆様へ公表する資料を配付させていただきますので，

よろしくお願いいたします。  

記 

 

１ 案件名および公表する資料 

【案 件 名】 函館市過疎地域持続的発展計画（令和８(2026)年度～令和 

12(2030)年度）(素案）に係るパブリックコメント 

【公表資料】①函館市過疎地域持続的発展計画（令和８(2026)年度～令和 

       12(2030)年度（素案）概要版 

      ②函館市過疎地域持続的発展計画（令和８(2026)年度～令和 

       12(2030)年度（素案） 

２ 手続実施期間 

  令和７(2025)年１２月８日（月）～令和８(2026)年１月９日（金） 

３ 結果公表の予定時期 

  令和８(2026)年２月上旬（予定） 

 

（企画部計画推進室計画調整課 21－3693） 



１　策定の背景・趣旨

　＊　本計画は，「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき，地域資源を活用
　　し，過疎債や税制優遇といった財政上の支援措置等を活用しながら，過疎地域の持続的発展を
　　めざす指針として策定するものであり，現計画（令和３～７年度）が本年度末で満了すること
　　から，「北海道過疎地域持続的発展方針」および本市の人口減少対策を取りまとめた「第３期
　　函館市活性化総合戦略（2025～2029）」を踏まえて，新たな計画を策定するものである。

　＊　本市においては，旧４町村地域が「過疎地域」として指定されているが，旧函館市域につい
　　ても令和８年度までは，財政上の支援措置等を受けられる経過措置が適用されるため，新たな
　　計画においては，令和８(2026)年度は全市域を対象とし，令和９(2027)年度～令和12(2030)
　　年度は旧４町村地域のみを対象とする。

２　計 画 期 間

　＊　令和８(2026)年度から令和12(2030)年度までの５箇年

３　持続的発展に向けた取り組みの方向

　＊　恵まれた観光資源や水産資源を有するほか，交通の要衝であること，多様な学術研究機関が
　　集積していることなど，本市の優位性を生かしながら，シティセールスや企業誘致に取り組む
　　とともに，若者や女性，高齢者等の多様な人材が働きやすい環境の整備や担い手確保，地場産
　　品の販路拡大などを図ることで，しごとの創出と地域経済の活性化を図る。また，本市の魅力
　　を発信するなど，関係人口・定住人口の増加につながるような取組を進めるとともに，広域交
　　通ネットワークの充実を図り，住むひと・訪れるひとにとって魅力あるまちづくりを推進する。

　＊　家庭環境や経済状況などによらず，安心して子育てや学ぶことのできる環境整備を図るなど
　　地域の将来を担う人材が育つまちをめざすとともに，医療・福祉サービスの維持や，町会の活
　　性化のほか，公共交通など生活に不可欠なサービスの確保など，あらゆる世代が安心して暮ら
　　すことができる基盤を整える。

　＊　こうした施策を通じて，人口減少のスピードを緩やかにするとともに，誰もが暮らし続けた
　　い，訪れたいと思うまちづくりを進め，市民の幸福度（ウェルビーイング）の向上をめざす。

４　新たな計画の基本方針

　＊　「第３期函館市活性化総合戦略」に掲げる基本目標を踏まえて，次の４項目を基本方針に位
　　置付ける。

　　   ①　結婚・出産の希望がかない，未来をひらくひとが育つまちをめざす
　  　 ②　働きがいのあるしごとの創出と地域経済の活性化をめざす
  　 　③　いつまでも健康で充実した生活を送ることができるまちをめざす
  　 　④　住むひと・訪れるひとにとって，魅力あるまちをめざす

５　基本目標の設定

　＊　「第３期函館市活性化総合戦略」に掲げる数値目標を踏まえ，次の２項目を基本目標に設定
　　する。また，計画の達成状況を毎年度評価し，その結果を改善につなげる。
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函館市過疎地域持続的発展計画（素案）《概要版》
（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度）

納税義務者1人あたり
課税対象所得

基本目標２
道内市町村の平均以上をめざす

〔令和12年〕

△2.32％
〔令和５年〕

3,037千円
〔令和５年〕

※2070年に転出超過を解消

項　　　目

20～29歳人口に対する
市外への転出超過の割合

基本目標１

基　準　値 目　標　値
△2.02％以内
〔令和12年〕



６　施策別項目および主な施策

 ①　移住・定住・地域間交流の促進，人材育成

 ・ 新規学卒者の本市への就職促進　　・　定住自立圏や青函圏との連携促進

 ・ 未来のＩＴ人材の育成推進

 ②　産業の振興

 ・ 農業・漁業の経営近代化施設の整備　　・ 農業・漁業の後継者等の育成・確保への支援

 ・ 農水産物の高付加価値化　　・ 地域産品等の国内外販路の拡大　　・ 企業誘致の推進

 ・ 新たな観光資源の創出や広域観光の充実　　・ 雇用対策の推進

 ③　地域における情報化

 ・ 防災行政無線の整備

 ④　交通施設の整備，交通手段の確保

 ・ 地域内幹線道路や生活道路の整備　 ・ 持続可能な公共交通網の構築

 ⑤　生活環境の整備

 ・ 上下水道の整備　　・ 廃棄物処理施設の整備　　・ 消防・救急施設の整備

 ・ 防災意識の向上や地域防災力の強化　　・ 空き家の除却への支援

 ⑥　子育て環境の確保，高齢者等の保健および福祉の向上および増進

 ・ 子育て支援の推進や保育サービスの向上　　・ 福祉拠点の整備・運営

 ・ 障がい福祉サービスの提供　　・ 健康づくり事業の推進

 ⑦　医療の確保

 ・ 医療施設設備の整備　　・ 夜間診療や救急医療体制の充実

 ⑧　教育の振興

 ・ 校舎等の整備　　・ スクールバスの運行　　・ 地域の特性を生かした生涯学習の推進

 ・ 地域コミュニティ施設や体育施設の整備　　・ 教育費負担に対する支援

 ⑨　集落の整備

 ・ 生活交通路線の維持　　・ 集落の活性化を担う人材の育成・確保

 ⑩　地域文化の振興等

 ・ 縄文遺跡などの整備・活用　　・ 歴史的建造物の保存・活用

 ⑪　再生可能エネルギーの利用の推進

 ・ 各種発電システムの導入　　・ 新エネルギー等システム設置への支援

 ⑫　その他地域の持続的発展に関し必要な事項

 ・ 鳥獣被害の防止対策

　＊　令和９年度以降は旧４町村地域で実施する事業のみが対象となるが，計画上は旧函館市域で

　　実施する事業との区別はせず，多様な事業を登載する。

７　今後のスケジュール

　＊　11～12月　　計画素案の道への提出，道との事前協議

　＊　12～１月　　総務常任委員会資料配付，パブリックコメントの実施

　＊　１～２月　　計画素案の最終決定，道との正式協議，議案提出

　＊　　　３月　　計画の決定（議決後），国への提出

２



【 参 考 】

　　過疎地域においては，人口減少に歯止めがかからず，農林水産業の低迷，生活交通の不足，地

　域医療の危機など，依然として厳しい状況にあることから，総合的かつ計画的な対策を実施する

　ための新たな法律として，令和３年４月１日に施行された。

  ◆　本市の状況

　　・　平成１６年１２月　１日（合併）：　一部過疎指定 ［旧４町村地域］

　　・　平成２６年　４月　１日　　　　：　全部過疎指定 ［函館市全域］

　　・　令和　３年　４月　１日　　　　：　一部過疎指定 ［旧４町村地域］

　　＊　①人口要件（人口減少率）と②財政力要件（財政力指数等）のいずれも満たす場合に過疎

　　　地域として指定される。函館市は平成27年国勢調査で①人口要件を満たさなかったため，旧

　　　４町村地域のみを対象とする一部過疎指定へと変更になった。

  ◆　他都市の状況（令和４年４月１日現在，（一社）全国過疎地域連盟による）

　　・　全  　国 ： 885市町村／1,718市町村 ［ 全部過疎713，みなし過疎14，一部過疎158 ］

　　・　北 海 道 ： 152市町村／  179市町村 ［ 全部過疎145，みなし過疎１，一部過疎 ６ ］

　◆　主な支援措置 　※ 旧函館市域への経過措置は，下記①～④いずれも令和８年度まで。

　　①　過疎対策事業債の発行（充当率100％，元利償還金の70％を普通交付税措置）

　　②　国庫補助率のかさ上げ（教育施設，児童福祉施設などの整備）

　　③　国税の減価償却の特例（設備投資を行った際の建物等の資産について，通常の償却額

　　　　　　　　　　　　　　　に加え，取得価額の一定割合を損金に計上）

　　④　地方税の減収補填措置（事業用資産の取得において，条例に基づき課税免除を行った

　　　　　　　　　　　　　　　場合，地方税の減収分の75％を普通交付税で補填）

〔③国税の減価償却の特例，④地方税の減収補填措置の概要〕

対象設備投資  取得，製作，建設（新築，増築，改築等）

適 用 期 間  ３年間（令和９(2027)年３月31日まで）

対 象 税 目
 ③ 国　税 ： 法人税，所得税

 ④ 地方税 ： 固定資産税，事業税，不動産取得税

対 象 業 種  製造業，情報サービス業，農林水産物等販売業，旅館業（下宿営業を除く）

取得価額要件
 資本金の規模に応じて，

 500万円以上，1,000万円以上，2,000万円以上

項  目 内　　　　容

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について

《 地域指定について 》

《 財政上の支援措置等について 》
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は じ め に 

 

本市は，平成16(2004)年12月１日に，当時の戸井町，恵山町，椴法華村，南茅部町

（以下，「旧４町村」という。）との市町村合併により，現在の市域となり，平成

26(2014)年４月１日「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」の施行によ

り，旧４町村地域のほか，旧函館市域を含めた全市域が過疎地域に指定されました。 

令和３(2021)年４月１日「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（以下，

「新法」という。）の施行に伴い，全市域のうち，旧函館市域が過疎地域の指定要件を

満たさなくなり，旧４町村地域のみが，改めて過疎地域として指定されました。 

本計画は，本市が持つ地域資源を最大限に活用し，新法に定められた財政上の支援措

置等を活用しながら，持続的な発展を目指す指針とするため，「北海道過疎地域持続的

発展方針」との整合性を図り，「第３期函館市活性化総合戦略」を踏まえて策定するも

のです。 

 

なお，新法の施行に伴い，旧函館市域についても令和８(2026)年度までは，財政上の

支援措置等を受けられる経過措置が適用されるため，本計画は，令和８年度は全市域を

対象，令和９(2027)年度～令和12(2030)年度は旧４町村地域のみを対象としています。 

 

 

  ＜位置図＞ 

 

 

 

 

函館市 
（経過措置対象区域 

  ／令和８年度まで） 

旧戸井町 
(戸井地域) 

旧函館市 

旧恵山町 
(恵山地域) 

旧椴法華村 
(椴法華地域) 

旧南茅部町 
(南茅部地域) 
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1 

１ 基本的な事項 

 

(1) 函館市の概況 

 

ア 自然的，歴史的，社会的，経済的諸条件の概要 

 

① 自  然 
 

本市は，北海道の南西部，渡島半島の南東部に位置し，面積は677.87㎢となって

おり，南西部に位置する函館山を要に扇状に広がる平野部と段丘地形，北東側に広

がる袴腰岳から毛無山に連なる山並みや活火山恵山といった山岳地で構成され，平

野部に市街地が，海岸に沿って漁業集落が形成されており，海岸線の背後には急峻

な地形が迫っています。 

また，南側は津軽海峡，北東側は太平洋に面し，コンブ・イカ・マグロなどの 

水産資源に恵まれているほか，気候は，北海道のなかでは比較的温暖で，夏季には

海霧が発生しやすいものの，冬季は積雪量が少なく，住みやすい地域となっています。 

 

② 歴  史 
 

本市は，安政６(1859)年，横浜・長崎とともに我が国最初の国際貿易港として，い

ち早く海外に門戸を開くとともに，北海道開発の拠点として本州と結ばれ，東洋と

西洋，伝統と開拓など多様な文化が交わることで，独特の文化を醸成してきました。 

また，暖流と寒流が交わる豊かな漁場と天然の良港に恵まれ，古くから交易の拠点

として栄えるとともに水産業を基幹産業として発展し，大正時代からは北洋漁業の

基地および交通の要衝として，漁業・貿易の拡大とともに黄金時代を迎えました。 

大正11(1922)年８月には市制を施行し，東京以北では最大規模の都市としてまち

づくりが進められましたが，昭和48(1973)年，53(1978)年の２度のオイルショック

による造船不況，昭和52(1977)年の200海里規制の強化による北洋漁業の衰退によ

り，基幹産業の造船，水産加工業などは大きな影響を受け，さらに昭和62(1987)年

の国鉄分割・民営化，昭和63(1988)年の青函連絡船の廃止により，地域経済は大き

な痛手を受けました。 

一方で，昭和63年の青函トンネルの開通をはじめ，函館港の整備，函館空港の機

能・路線網の拡充など，陸・海・空の交通体系の整備進展による道南の交通・物流

の拠点としての機能の高まりとともに，観光・交流機能が増大し，南北海道の中核

都市として発展してきました。 

平成16(2004)年12月には戸井町，恵山町，椴法華村，南茅部町と合併し，平成

17(2005)年10月には中核市となり，より自立したまちづくりが求められるなか，市民に

身近なサービスの提供と地域特性を生かした施策を展開しています。 
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③ 社会・経済 
 

本市は，道南の中心都市，観光都市として，第三次産業の比率が高い産業構造に

ありますが，製造業および商業の面からみると，イカなどの水産加工品をはじめと

した食料品製造業や造船業および物流が発達した地域でもあります。 

一方，旧４町村地域は，第一次産業の比重が高く，特に，豊富な水産資源を有し

ていることから漁業が盛んであり，合併後は，道内屈指の水揚げを誇る水産都市と

なっています。 

また，物的・人的交流拠点となる重要港湾函館港をはじめ，函館空港や高規格幹

線道路，北海道新幹線など国内外との交通ネットワークが形成されており，陸・

海・空が交わる交通の要衝としての優位性を有しています。 

 

イ 過疎の状況 

 

本市の人口は，令和２(2020)年の国勢調査では251,084人となっており，昭和

55(1980)年の345,165人と比較すると，40年間で94,081人（27.3％）の減少，平成７

(1995)年の318,308人と比較すると，25年間で67,224人（21.1％）減少しています。ま

た，15～29歳の若年者比率は11.6％となっており，人口に占める割合は減少傾向にあ

る一方で，65歳以上の高齢者比率は36.0％であり，人口が減少しているなかでも大き

く上昇しています。 

さらに，旧４町村地域では人口減少が著しく，減少率は昭和55年から令和２年まで

の40年間で59.8％，平成７(1995)年から25年間で48.2％となっているほか，令和２年

の若年者比率は6.6％，高齢者比率は48.6％であり，より一層，過疎化・少子高齢化

が進行している状況にあります。 

人口減少・過疎化の要因としては，出生数の減少等による自然減と，若年層の進学

や就職時における，東京や札幌などの大都市圏への転出等による社会減にあり，特に

旧４町村地域では，近年，基幹産業である漁業を取り巻く環境が厳しさを増してきて

いることや，雇用の場に大きく結びつく他の産業が乏しいことから，若年層の流出に

歯止めがかからない状況となっています。 

これまでの過疎対策としては，旧４町村地域を中心に，道路，下水道，消防・防災，

漁港，港湾等の整備のほか，地場産業や観光の振興など，社会基盤や定住環境の整備

に努めてきたところでありますが，依然として，人口減少や少子高齢化が進行してい

ることから，引き続き，地域の特色ある資源，優位性を活用しながら，魅力あるまち

づくりと地域の振興・発展のための諸施策を展開する必要があります。 
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ウ 社会経済的発展の方向の概要 

 

日本の総人口が減少するなか，本市においても，人口減少や少子高齢化が避けられ

ない状況となっており，地域経済の縮小や雇用機会の減少，町会などの地域コミュニ

ティの担い手不足，少子化に伴う学校の統廃合や公共交通の衰退のほか，高齢化に伴

う社会保障費の増加や都市基盤の維持管理費の増加など，様々な課題が生じてきてい

ます。 

このような状況のなか，恵まれた観光資源や水産資源のほか，陸・海・空の交通の

要衝であること，多様な学術研究機関が集積していることなど，本市の優位性を生か

しながら，シティセールスや企業誘致に取り組むとともに，若者や女性，高齢者等の

多様な人材が働きやすい環境の整備や担い手確保，地場産品の販路拡大などを図るこ

とで，しごとの創出と地域経済の活性化を図ります。あわせて，本市の魅力を発信す

るなど，関係人口の拡大や定住人口の増加につながるような取組を進めるとともに，

広域交通ネットワークの充実を図り，住むひと・訪れるひとにとって魅力あるまちづ

くりを推進します。 

また，家庭環境や経済状況などによらず，安心して子育てや学ぶことのできる環境

整備を図るなど，地域の将来を担う人材が育まれるまちをめざすとともに，医療・福

祉サービスの維持や町会の活性化のほか，公共交通など生活に不可欠なサービスの確

保など，あらゆる世代が安心して暮らすことのできる基盤を整えます。 

さらに，こうした施策を通じて，人口減少のスピードを少しでも緩やかにするとと

もに，誰もがいつまでも暮らし続けたい，訪れたいと思うまちづくりを進め，「市民

の幸福度（ウェルビーイング※1）の向上」を図ります。 
 
※1 ウェルビーイング： 身体的，精神的，社会的に良好な状態にあることを意味する概念です。

（厚生労働省ホームページより引用） 
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(2) 人口および産業の推移と動向 

 

ア 人口の推移と動向 

 

本市の国勢調査による人口は，昭和55(1980)年の345,165人をピークに減少し続け，平

成17(2005)年には30万人を割り込み294,264人，令和２(2020) 年には251,084人とな

り，昭和55年から令和２年までの40年間では94,081人（27.3％）減少しています。 

年齢階層別人口については，昭和55年から令和２年までの40年間で，０歳～14歳の

年少人口は56,478人（70.6％），15歳～64歳の生産年齢人口は98,381人（42.2％）減

少しています。特に，生産年齢人口のなかでも，15歳～29歳の若年者人口が46,639人

（61.8％）と著しく減少しているほか，若年者比率についても，昭和55年の21.8％か

ら令和２年の11.6％へ低下しています。 

一方，65歳以上の高齢者人口については，昭和55年から令和２年までの40年間で

57,545人（181.5％）もの増加となっているほか，高齢者比率も，昭和55年の9.2％か

ら令和２年の36.0％へ大幅に上昇しています。 

また，旧４町村地域においては，昭和55年から令和２年までの40年間で，人口が

14,951人（59.8％）減少し，年齢階層別では年少人口が5,621人（89.3％）,生産年齢

人口が11,546人（72.0％），若年者人口が4,175人（86.2％）とそれぞれ大幅に減少し

ている一方，高齢者人口は2,212人（82.5％）増加し，高齢者比率も，昭和55年の

10.7％から令和２年の48.6％へ大幅に上昇しています。 

    また，本市の将来人口推計については，「函館市人口ビジョン（令和７(2025)年２

月改訂）」において，一人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当する数値を表す

「合計特殊出生率」および転出者と転入者の差を表す「純移動率」の変化をもとに推

計し，令和32(2050)年には，低位推計で139,503人，中位推計で149,613人，高位推計

で155,470人，さらに令和52(2070)年には，低位推計で79,284人，中位推計で97,977

人，高位推計で110,881人となり，令和７年の人口と比較して，低位推計で約34％，

中位推計で約42％，高位推計で約47％にまで減少すると予測しています。 
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 表1-1(1) 人口の推移（国勢調査）【函館市全体】 

（単位：人，％） 

区 分 

昭和55年 
(1980年) 

 

平成２年 
(1990年) 

平成17年 
(2005年) 

 

平成27年 
(2015年) 

令和２年 
(2020年) 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 345,165 328,493 △4.8 294,264 △10.4 265,979 △9.6 251,084 △5.6 

０歳～14歳 80,038 58,732 △26.6 34,369 △41.5 27,131 △21.1 23,560 △13.2 

15歳～64歳 233,334 226,263 △3.0 189,327 △16.3 152,154 △19.6 134,953 △11.3 

 うち15歳～ 
29歳(a) 

75,412 65,926 △12.6 46,857 △28.9 32,943 △29.7 28,773 △12.7 

65歳以上(b) 31,712 43,411 36.9 70,459 62.3 85,931 22.0 89,257 3.9 

(a) / 総数 
若年者比率 

21.8 20.1 － 15.9 － 12.4 － 11.6 － 

(b) / 総数 
高齢者比率 

9.2 13.2 － 24.0 － 32.4 － 36.0 － 

 

注）総数に年齢不詳の数を含んでいるため，各年齢階層の合計は必ずしも総数と一致しません。 

 

      人口の推移（国勢調査）【一部過疎地域（旧４町村地域）】 

（単位：人，％） 

区 分 

昭和55年 
(1980年) 

平成２年 
(1990年) 

平成17年 
(2005年) 

平成27年 
(2015年) 

令和２年 
(2020年) 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 25,011 21,244 △15.1 15,680 △26.2 11,822 △24.6 10,060 △14.9 

０歳～14歳 6,294 4,046 △35.7 1,831 △54.7 915 △50.0 673 △26.4 

15歳～64歳 16,037 13,745 △14.3 9,026 △34.3 5,979 △33.8 4,491 △24.9 

 うち15歳～ 

29歳(a) 
4,841 3,273 △32.4 1,827 △44.2 1,011 △44.7 666 △34.1 

65歳以上(b) 2,680 3,453 28.8 4,821 39.6 4,923 2.1 4,892 △0.6 

(a) / 総数 
若年者比率 

19.4 15.4 － 11.7 － 8.6 － 6.6 － 

(b) / 総数 
高齢者比率 

10.7 16.3 － 30.8 － 41.7 － 48.6 － 

 

注）総数に年齢不詳の数を含んでいるため，各年齢階層の合計は必ずしも総数と一致しません。 
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 表1-1(2) 人口の見通し 

 

 将来人口推計（函館市人口ビジョン） 

（単位：人） 

区 分 
令和12年 
(2030年) 

令和17年 
(2035年) 

令和22年 
(2040年) 

令和27年 
(2045年) 

令和32年 
(2050年) 

令和42年 
(2060年) 

令和52年 
(2070年) 

低位推計 213,716 194,402 175,157 156,680 139,503 107,770 79,284 

中位推計 215,111 197,513 180,556 164,506 149,613 122,170 97,977 

高位推計 215,945 199,325 183,564 168,873 155,470 131,171 110,881 

 
 
（参考）推計の考え方 

区 分 
合計特殊出生率 純 移 動 率 

2025～2050年 2055～2070年 2025～2050年 2055～2070年 

低位推計 令和７(2025)年の水準で一定 令和７(2025)年の水準で一定 

中位推計 1.77（希望出生率）※2まで徐々に増加 実績の最高値※4まで徐々に増加 

高位推計 
1.77(希望出生率) 
まで徐々に増加 

2.07(人口置換水準)※3 

まで徐々に増加 
実績の最高値※4 

まで徐々に増加 
徐々に増加し 

2070年にﾏｲﾅｽを解消 

※2 希望出生率： 市民アンケート結果をもとに本市が独自に算出した値 

※3 人口置換水準： 人口規模が長期的に維持される合計特殊出生率の水準 

※4 実績の最高値： 昭和55年以降の国勢調査による５歳階級ごとの純移動率から抽出した最高値 

 

 人口構成と推移（国勢調査および函館市人口ビジョン［中位推計］） 
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イ 産業の推移と動向 

 

本市の令和２(2020)年国勢調査による産業別人口の総数は109,183人となっており，

昭和55(1980)年から令和２年までの40年間では，43,050人（28.3％）減少しています。 

就業人口比率の推移では，昭和55年から令和２年までの40年間で，第一次産業が

8.9％から2.9％へ，第二次産業も21.8％から16.1％へ低下していますが，第三次産業

については，69.3％から77.1％へ上昇しています。 

就業者数の産業別構成比率では，令和２年は，「医療，福祉」が17.4％で最も高く，

次いで「卸売業，小売業」16.8％，「建設業」8.3％，「製造業」7.8％，「宿泊業，飲

食サービス業」7.7％となっています。平成27(2015)年と比較すると，構成比の順位

に大きな変動はありませんが，比率では「医療，福祉」が1.7ポイント上昇している

ことから，高齢化の進行に伴うニーズの高まりにより，従業員数が増加していること

が考えられます。 

また，旧４町村地域においては，令和２年産業別人口の総数が4,939人であり，昭和

55年から令和２年までの40年間で8,399人（63.0％）減少しています。産業別構成比率

では，第一次産業の比率が高く，なかでも「漁業」が36.1％を占めていますが，平成

27年と比較すると構成比率は7.5ポイント減少しており，従事者の高齢化や後継者不

足などを背景として，従事者数の減少傾向が加速しています。 
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 産業別人口の推移（国勢調査）【函館市全体】 

（単位：人，％） 

 

注）総数に分類不能の数を含んでいるため，就業人口比率の合計は必ずしも100％となりません。 

 

 産業別人口の推移（国勢調査）【一部過疎地域（旧４町村地域）】 

（単位：人，％） 

 

注）総数に分類不能の数を含んでいるため，就業人口比率の合計は必ずしも100％となりません。 

区 分 

昭和55年 
(1980年) 

平成２年 
(1990年) 

平成17年 
(2005年) 

平成27年 
(2015年) 

令和２年 
(2020年) 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 152,233 146,310 △3.9 129,940 △11.2 117,125 △9.9 109,183 △6.8 

第一次産業 
就業人口比率 

8.9 6.5 － 4.1 － 3.5 － 2.9 － 

第二次産業 
就業人口比率 

21.8 21.5 － 18.4 － 16.7 － 16.1 － 

第三次産業 
就業人口比率 

69.3 71.7 － 75.3 － 73.8 － 77.1 － 

区 分 

昭和55年 
(1980年) 

平成２年 
(1990年) 

平成17年 
(2005年) 

平成27年 
(2015年) 

令和２年 
(2020年) 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 13,338 11,176 △16.2 7,888 △29.4 6,030 △23.6 4,939 △18.1 

第一次産業 
就業人口比率 

64.2 51.6 － 44.6 － 44.2 － 36.8 － 

第二次産業 
就業人口比率 

13.7 21.8 － 21.6 － 19.1 － 19.1 － 

第三次産業 
就業人口比率 

22.1 26.6 － 33.6 － 32.7 － 35.8 － 
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 産業（大分類）別  15歳以上就業者数【函館市全体】 

 

○令和２(2020)年国勢調査                      （単位：人，％） 

区 分 就業者数 構成比 区 分 就業者数 構成比 

総 数 109,183 100.0   K 不動産業,物品賃貸業 

  L 学術研究,専門･技術ｻｰﾋﾞｽ業 

  M 宿泊業,飲食サービス業 

  N 生活関連サービス業,娯楽業 

  O 教育,学習支援業 

  P 医療,福祉 

  Q 複合サービス事業 

  R サービス業 

   (他に分類されないもの) 

  S 公務 

   (他に分類されるものを除く) 

分類不能の産業 

2,123 

2,346 

8,410 

4,371 

5,200 

19,052 

1,058 

7,720 

 

5,229 

 

4,256 

1.9 

2.2 

7.7 

4.0 

4.8 

17.4 

1.0 

7.1 

 

4.8 

 

3.9 

第一次産業 

  A 農業･林業 

  B 漁業 

第二次産業 

  C 鉱業,採石業,砂利採取業 

  D 建設業 

  E 製造業 

第三次産業 

  F 電気･ガス･熱供給･水道業 

  G 情報通信業 

  H 運輸業,郵便業 

  I 卸売業,小売業 

  J 金融業,保険業 

3,202 

1,073 

2,129 

17,553 

19 

9,001 

 8,533 

84,172 

579 

1,327 

6,123 

18,365 

2,269 

2.9 

1.0 

1.9 

16.1 

0.0 

8.3 

7.8 

77.1 

0.5 

1.2 

5.6 

16.8 

2.1 

 
 
 

○平成27(2015)年国勢調査                      （単位：人，％） 

区 分 就業者数 構成比 区 分 就業者数 構成比 

総 数 117,125 100.0   K 不動産業,物品賃貸業 

  L 学術研究,専門･技術ｻｰﾋﾞｽ業 

  M 宿泊業,飲食サービス業 

  N 生活関連サービス業,娯楽業 

  O 教育,学習支援業 

  P 医療,福祉 

  Q 複合サービス事業 

  R サービス業 

   (他に分類されないもの) 

  S 公務 

   (他に分類されるものを除く) 

分類不能の産業 

2,232 

2,357 

8,767 

4,850 

4,996 

18,331 

1,129 

7,643 

 

5,254 

 

7,018 

1.9 

2.0 

7.5 

4.1 

4.3 

15.7 

0.9 

6.5 

 

4.5 

 

6.0 

第一次産業 

  A 農業･林業 

  B 漁業 

第二次産業 

  C 鉱業,採石業,砂利採取業 

  D 建設業 

  E 製造業 

第三次産業 

  F 電気･ガス･熱供給･水道業 

  G 情報通信業 

  H 運輸業,郵便業 

  I 卸売業,小売業 

  J 金融業,保険業 

4,137 

1,042 

3,095 

19,490 

23 

9,747 

 9,720 

86,480 

669 

1,324 

6,661 

19,706 

2,561 

3.5 

0.9 

2.6 

16.7 

0.1 

8.3 

8.3 

73.8 

0.6 

1.1 

5.7 

16.8 

2.2 
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 産業（大分類）別  15歳以上就業者数【一部過疎地域（旧４町村地域）】 

 

○令和２(2020)年国勢調査                                      （単位：人，％） 

区 分 就業者数 構成比 区 分 就業者数 構成比 

総 数 4,939 100.0   K 不動産業,物品賃貸業 

  L 学術研究,専門･技術ｻｰﾋﾞｽ業 

  M 宿泊業,飲食サービス業 

  N 生活関連サービス業,娯楽業 

  O 教育,学習支援業 

  P 医療,福祉 

  Q 複合サービス事業 

  R サービス業 

   (他に分類されないもの) 

  S 公務 

   (他に分類されるものを除く) 

分類不能の産業 

14 

31 

148 

91 

97 

417 

139 

213 

 

79 

 

410 

0.3 

0.6 

3.0 

1.8 

2.0 

8.5 

2.8 

4.3 

 

1.6 

 

8.3 

第一次産業 

  A 農業･林業 

  B 漁業 

第二次産業 

  C 鉱業,採石業,砂利採取業 

  D 建設業 

  E 製造業 

第三次産業 

  F 電気･ガス･熱供給･水道業 

  G 情報通信業 

  H 運輸業,郵便業 

  I 卸売業,小売業 

  J 金融業,保険業 

1,818 

35 

1,783 

943 

0 

357 

 586 

1,768 

5 

7 

101 

400 

26 

36.8 

0.7 

36.1 

19.1 

0.0 

7.2 

11.9 

35.8 

0.1 

0.1 

2.1 

8.1 

0.5 

 
 
 
○平成27(2015)年国勢調査                                     （単位：人，％） 

区 分 就業者数 構成比 区 分 就業者数 構成比 

総 数 6,030 100.0   K 不動産業,物品賃貸業 

  L 学術研究,専門･技術ｻｰﾋﾞｽ業 

  M 宿泊業,飲食サービス業 

  N 生活関連サービス業,娯楽業 

  O 教育,学習支援業 

  P 医療,福祉 

  Q 複合サービス事業 

  R サービス業 

   (他に分類されないもの) 

  S 公務 

   (他に分類されるものを除く) 

分類不能の産業 

15 

25 

187 

126 

107 

445 

172 

185 

 

112 

 

240 

0.2 

0.4 

3.1 

2.1 

1.8 

7.4 

2.8 

3.1 

 

1.9 

 

4.0 

第一次産業 

  A 農業･林業 

  B 漁業 

第二次産業 

  C 鉱業,採石業,砂利採取業 

  D 建設業 

  E 製造業 

第三次産業 

  F 電気･ガス･熱供給･水道業 

  G 情報通信業 

  H 運輸業,郵便業 

  I 卸売業,小売業 

  J 金融業,保険業 

2,667 

35 

2,632 

1,150 

7 

446 

 697 

1,973 

6 

10 

108 

448 

27 

44.2 

0.6 

43.6 

19.1 

0.1 

7.4 

11.6 

32.7 

0.1 

0.2 

1.8 

7.4 

0.4 
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(3) 行財政の状況 

 

  ア 行財政の状況 

 

本市の財政状況は，歳入では人口減少に伴う市税収入や地方交付税の減額が見込ま

れるほか，歳出では少子高齢化の進行に伴う社会保障関係経費の増加や，道路・橋梁

などのインフラ施設を含めた公共施設の老朽化への対応が必要となるなど，厳しい状況

が続くことが想定されます。 

このような状況のなか，今後においても，将来にわたり行政サービスを継続的・安

定的に提供し，必要とされる行政需要に的確に対応するため，行財政改革を間断なく

推し進め，健全で持続可能な財政基盤の確立を図りながら，引き続き効率的・効果的

な行財政運営に努めていく必要があります。 

 

 

 表1-2(1) 財政の状況 

                                 （単位：千円，％） 

区  分 
平成22年度 

（2010年度） 

平成27年度 

（2015年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

歳入総額 Ａ 

 一般財源 

 国庫支出金 

 都道府県支出金 

 地 方 債 

  うち過疎対策事業債 

 そ の 他 

歳出総額 Ｂ 

 義務的経費 

 投資的経費 

  うち普通建設事業 

 そ の 他 

（Ｂのうち過疎対策事業費） 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 

翌年度に繰越すべき財源 Ｄ 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 

127,859,358 

73,429,407 

25,405,317 

5,468,642 

11,065,000 

312,100 

12,490,992 

126,668,489 

73,802,677 

11,439,290 

11,428,532 

41,426,522 

（330,657） 

1,190,869 

187,344 

1,003,525 

140,294,201 

73,473,309 

30,112,080 

7,106,552 

13,205,100 

1,050,300 

16,397,160 

137,520,941 

74,693,526 

15,281,275 

15,281,275 

47,546,140 

（1,457,219） 

2,773,260 

373,278 

2,399,982 

167,659,971 

70,750,251 

60,459,973 

8,624,981 

10,108,200 

1,083,600 

17,716,566 

165,232,192 

72,579,390 

12,261,721 

12,223,897 

80,391,081 

（1,140,891） 

2,427,779 

373,087 

2,054,692 

財政力指数 

公債費負担比率 

実質公債費比率 

起債制限比率 

経常収支比率 

将来負担比率 

地方債現在高 

0.46 

19.1 

8.2 

8.9 

85.7 

109.6 

152,855,200 

0.46 

19.1 

7.7 

8.2 

87.2 

67.3 

146,597,759 

0.48 

14.9 

6.4 

－ 

93.5 

46.1 

135,797,863 
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  イ 施設整備水準等の現況 

 

本市の道路の現況は，令和２(2020)年度末において，国道が５路線で実延長118.1

㎞，道道が15路線で実延長126.5㎞，市道が4,560路線で実延長1,307.6㎞となってお

り,このうち市道の舗装延長は1,004.5㎞で，舗装率76.8％となっています。なお，旧

４町村地域における市道の状況は，路線数が371路線で実延長267.1㎞ですが，海岸線

沿いに細長く集落が点在している地理的な要因により，コスト高となることなどから，

舗装延長が84.1㎞，舗装率は31.5％となっています。 

水道・下水道の整備状況については，令和２年度末で水道普及率が99.9％，水洗化

率は88.8％となっています。なお，旧４町村地域の水道普及率は99.9％，水洗化率は，

79.1％となっています。 

公立の病院・診療所数については，旧函館市域に１施設，旧４町村地域の恵山およ

び南茅部地域に各１施設の計３施設となっており，病床数は３施設をあわせて767床，

人口千人当たりの病床数は3.0床となっています。また，国公立と民間をあわせた病

院・診療所数は，病院が27施設，一般診療所が211施設，歯科診療所が127施設，助産

所が３施設となっており，病床数は，病院と一般診療所をあわせて6,397床，人口千

人当たりの病床数は25.5床となっています。 

 

 

 表1-2(2) 主要公共施設等の整備状況【函館市全体】 

 

区   分 
昭和55年度末

(1980年度末) 

平成２年度末 

(1990年度末) 

平成12年度末 

(2000年度末) 

平成22年度末 

(2010年度末) 

令和２年度末 

(2020年度末) 

市町村道      

 改 良 率 (％) 40.5 49.1 62.5 69.5 72.5 

 舗 装 率 (％) 35.4 53.7 67.6 74.0 76.8 

農   道      

 延   長 (ｍ) 97,146 85,435 75,745 56,215 18,489 

耕地１ha当たり農道延長 (ｍ) 19.8 19.7 20.7 26.8 － 

林   道      

 延   長 (ｍ) 73,498 124,160 68,076 42,686 42,686 

林野１ha当たり林道延長 (ｍ) 1.7 2.9 1.6 0.8 － 

水道普及率 (％) 96.1 98.1 99.4 99.8 99.9 

水洗化率 (％) － 35.5 72.2 84.0 88.8 

人口千人当たり病院・診療所の病床数 (床)  3.2 3.3 3.3 3.0 3.0 

 

注）令和２年度末における農道延長の大幅な減少は，一部の農道の所管を農協へ移管したことによります。 
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 (4) 地域の持続的発展の基本方針 

 

本市は，若年層をはじめとする人口の流出，合計特殊出生率の低下などに伴う出生

数の減少，高齢化の進行による死亡数の増加などの要因により，人口減少に歯止めが 

かからない状況が続いています。 

人口減少は，消費や生産活動など地域経済を縮小させるとともに，まちの活力の減退，

財政状況の悪化による行政サービスの低下など，これからのまちづくりに様々な影響

を及ぼすものであり，本市における喫緊の課題となっています。 

こうしたなか，平成27(2015)年10月に，本市の人口の将来展望を提示する「函館市

人口ビジョン」（令和７(2025)年２月改訂）と，５箇年ごとに基本目標や具体的な施

策等を示した「函館市活性化総合戦略」（令和７年度から５箇年を計画期間とする

「第３期函館市活性化総合戦略」が最新）を策定し，各分野における取組を進めてき

ました。その後も全国的な傾向と同様に，本市においても，依然として人口の減少傾

向が続いていますが，そのスピードを少しでも緩やかにし，人口減少が避けられない

なかにあっても，活気と賑わいにあふれ，誰もがいつまでも暮らし続けたい，再び訪

れたいと思うまちとなるよう，総合的かつ計画的に施策を推進しています。 

これらの状況を踏まえ，今後の過疎対策については，「北海道過疎地域持続的発展

方針」との整合を図るとともに，「第３期函館市活性化総合戦略」に掲げる次の４項

目を持続的発展に向けた基本方針に位置付け，本市が有する様々な分野での優位性を

生かしながら，市民の幸福度（ウェルビーイング）の向上をめざし，各種施策を展開

します。 

 

○ 結婚・出産の希望がかない，未来をひらくひとが育つまちをめざす 

     本市では，これまで，18歳未満の子どもの医療費の無償化や認可保育施設におけ

る第２子以降の保育料の完全無償化，「子ども家庭センター※5」の設置による支援

体制の強化など，子育て世帯等を支える取組を進めてきましたが，令和５(2023)年

に初めて出生数が１千人を割り込むなど出生数の減少に歯止めがかかっていない状

況が続いています。 

少子高齢化が急速に進行し，コロナ禍を経て社会環境も大きく変化する中，一人

ひとりが望むライフプランを実現できるよう，結婚や出産を望む方への支援や切れ

目のない子育て支援に取り組むとともに，すべての子どもが家庭環境や経済状況な

どによらず安心して学ぶことのできる環境の整備に努めます。 

加えて，多様な高等教育機関が集積する強みを生かし，近隣自治体や民間事業者

等と連携して地域のニーズに応じた人材育成を進めるなど，地域の将来を担う人材

が育まれる環境整備に努めます。 
 
※5 子ども家庭センター： 妊産婦・子育て世帯・子どもに対する相談に対し，切れ目なく，漏れ

なく支援するために令和６年４月に函館市総合保健センター１階に設置されました。 
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○ 働きがいのあるしごとの創出と地域経済の活性化をめざす 

     令和６(2024)年８月から10月に実施した函館市内の高等学校および高等教育機関

に通う生徒および学生を対象としたアンケートで，函館市に住み続けたいと思わな

い，戻りたいと思わない理由として「娯楽・レジャーが楽しめない」が最も多い回

答であり，「魅力的な職場がない」が次に続く結果となりました。 

また，函館公共職業安定所が公表する有効求人倍率は，全国と比べて低い状況で

推移しているものの，業種によっては深刻な人手不足が続いています。 

これまでの取組も踏まえた上で，地域経済を支える中小企業や小規模事業者の成

長発展を促すため，新商品開発や販路拡大に対する支援を行うほか,首都圏企業等

へのシティセールスを積極的に行うなど企業誘致の一層の拡大に取り組むとともに，

職場や家庭におけるアンコンシャス・バイアス※6の解消に向けた取組など，若者や

女性，高齢者等の多様な人材が働きやすい環境整備を支援します。 

さらに，一次産業従事者の所得向上を図り，魅力ある産業とすることで担い手確

保に努めるほか，函館産農水産物の販路拡大に向けた取組を進めます。 

このほか，カーボンニュートラル※7の実現に向けて，「函館渡島檜山ゼロカーボ

ン北海道推進協議会」での活動のほか，再生可能エネルギーの導入促進や関連産業

の振興および港湾の活性化を図ります。 
 
※6 アンコンシャス・バイアス： 年齢や性別などによる無意識の思い込みのことをいいます。 
※7 カーボンニュートラル： 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から，植林，

森林管理などによる「吸収量」を差し引いて，合計を実質的にゼロにすることを意味します。 

 

○ いつまでも健康で充実した生活を送ることができるまちをめざす 

     少子高齢化や核家族化，未婚化・晩婚化，これらを背景とした高齢者のみの世帯

や単身世帯などの増加によって，地域社会を支える住民同士のつながりが希薄化す

る中，誰もが住み慣れた地域で安全に安心して暮らしていくために，本市の特性で

もある充実した医療・福祉サービスの維持や身近なコミュニティである町会の活性

化のほか，公共交通など生活に不可欠なサービスを確保していく必要があります。 

このため，生活習慣病の発症予防・重症化予防を図るなど市民の健康寿命の延伸

をめざすとともに，福祉拠点としての地域包括支援センターを中心として，障がい，

子ども，生活困窮，ひきこもりなど幅広い分野の課題に，世代を問わず対応できる

体制の維持のほか，町会の人材不足への対応など持続可能な町会運営への支援や各

団体等と町会との連携支援など，地域住民とともに町会活性化に向けた取組を進め

ます。 

また，効率的・効果的な除排雪や道路等の適切な維持管理，利便性の高い公共交

通の確保など暮らしを支えるサービスを提供するほか，ジェンダーギャップの解消

をはじめとして，全ての人が社会的に孤立せず，また排除されることなく，互いに

成長し能力を生かし多様性を力に変えられるインクルージョン※8の実現に向けた取

組を推進します。 
 
※8 インクルージョン： 定義が明確となっていないものの，函館市では，人が社会的孤立や排除

されることなく互いに成長し，能力を活かし，多様性を力に変えられるまちをめざしています。 
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○ 住むひと・訪れるひとにとって，魅力あるまちをめざす 

     人口減少が進む中にあっても地域の活力を維持していくためには，住む人がいつ

までも住み続けたいと感じるまちであることに加え，訪れてみたい，住んでみたい

と感じられる魅力を発信し，多くのひとに選ばれるまちであり続けることが重要で

す。 

住む人がまちの賑わいを感じられるよう，商店街等のイベント事業の支援や年間

を通じた各種イベントの開催など，民間事業者等とも連携しながら地域の魅力を発

信し，来街者の増加や回遊を促し，賑わい創出とまちの活性化を図ります。 

また，道南の近隣自治体との連携はもとより道内や東日本エリアの観光資源を相

互に活用，効果的に発信し，長期滞在を促す取組を推進するとともに，富裕層をは

じめとするそれぞれの旅行者のニーズに対応した付加価値が高い観光コンテンツづ

くりやガイド人材の育成など，受入環境の強化を図ります。 

さらに，国や北海道などと連携して広域交通ネットワークの充実を図ることによ

る国内外からの来訪者の増加に向けた取組や歴史と景観に配慮したデザイン性の高

い美しい町並みの整備を進めます。 

このほか，文化の振興により市民の心を豊かに育むとともに本市が持つ歴史や文

化の魅力の発信，スポーツイベントの開催を通じた交流人口，関係人口の拡大や定

住人口の増加につながるような各種取組の充実を図ります。 

 

 

(5) 地域の持続的発展のための基本目標 

 

    地域の持続的発展の基本方針に基づき，２つの基本目標を設定します。 

 

   基本目標１ 20～29歳人口に対する市外への転出超過の割合 
 

     年齢区分別の人口に対して，最も拡大している20～29歳の転出超過割合を徐々に

縮小させ，令和52(2070)年に転出超過を解消することをめざし，その過程として令

和12(2030)年までに転出超過割合を0.3ポイント以上改善することを目標として設定

します。 
 

基本目標１ 基 準 値 目 標 値 

20～29歳人口に対する 

市外への転出超過の割合 

△2.32％ 

〔令和５(2023)年〕 

△2.02％以内 

〔令和12(2030)年〕 

※令和52(2070)年に転出超過を解消 
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  基本目標２ 納税義務者１人あたり課税対象所得 
 

    働きがいを感じられるしごとの場が増え，市民がそれぞれの望むライフスタイルを

実現できると思える環境となることをめざし，納税義務者１人あたりの課税対象所得

が，道内市町村の平均以上になることを目標として設定します。 
 

基本目標２ 基 準 値 目 標 値 

納税義務者１人あたり 

課税対象所得 

3,037千円 

〔令和５(2023)年〕 

道内市町村の平均以上をめざす 

〔令和12(2030)年〕 

 

 

(6) 計画の達成状況の評価に関する事項 

 

    毎年度，市において，目標の達成状況や事業の進捗状況，実績を評価・検証し，そ

の結果を，必要に応じて，改善につなげていきます。 

 

 

(7) 計画期間 

 

    計画期間は，令和８(2026)年４月１日から令和13(2031)年３月31日までの５箇年間

とします。 

 

 

(8) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

 本市では，時代の変化や市民ニーズに対応しながら公共施設の整備を進めてきたこ

とや市町村合併により，多くの施設を保有していますが，全ての施設を維持していく

には，多額の財政負担が伴うことから，今後の人口減少や厳しい財政状況を見据え，

将来的な財政負担の軽減や平準化を図り，公共施設を維持管理するため，令和７

(2025)年度中に「第２期函館市公共施設等総合管理計画（令和８(2026)年度～令和

17(2035)年度）」を策定予定です。 

上記計画では，「必要な施設機能の維持に配慮しながら施設保有総量の縮減を図

る。」，「施設の維持管理を適切に行い，効率的な改修・更新を図る。」の２つの基本方

針の下，インフラ施設を含めた全ての公共施設等を対象としているため，同計画と整

合を図りながら施策を展開します。 
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(9) 本計画とＳＤＧｓ 

   

    持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は，平成27(2015)年９月に国連サミットで採択さ

れた，持続可能な世界を実現するための「17の目標」と「169のターゲット」で構成

される令和12(2030)年度までの国際目標であり，我が国においても，平成28(2016)年

に「持続可能な開発目標実施指針」を策定し，国をあげて取組を進めています。 

  本計画で掲げる目標や施策は，ＳＤＧｓのめざす目標と方向性を同じくするもので

あることから，本計画の着実な推進によりＳＤＧｓの達成をめざします。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進，人材育成 

 

(1) 現況と問題点 

 

ア 移住・定住 

 

本市における移住・定住者誘致の取組は，ホームページやＳＮＳなどを活用し，本市

の魅力を情報発信するほか，移住前の相談のみならず移住後の暮らしのサポートなどを

実施してきました。また，令和５(2023)年度に「人口減少対策本部」を設置し，「移

住・定住の促進」を重点方針として，お試し移住や移住サポーターの設置など新たに取

り組んでいますが，引き続き，移住希望者等のニーズに沿ってきめ細かく対応するとと

もに，若者をはじめとする多くの方の移住促進に向け，より効果的なＰＲや施策に取り

組む必要があります。 

 

イ 地域間交流 

 

本市は，渡島・檜山全市町を連携エリアとする定住自立圏の形成を図るため，周辺

17市町と形成協定を締結するとともに，その協定に基づき「第３次南北海道定住自立

圏共生ビジョン（令和６(2024)年度～令和10(2028)年度）」を策定し，具体的な取組

を進めており，今後においても，各市町との連携を強化し，定住環境の創出や交流人

口の拡大に向けた取組を推進する必要があります。 

また，本市は，青森市とツインシティ提携の盟約を締結し，市民・企業・団体・行

政が幅広い交流を進めており，北海道新幹線で結ばれている青函地域は，北海道・東

北ブロックの結節点としてさらなる活性化が期待されることから，引き続き交流を促

進していく必要があります。 

 

ウ 人材育成 

 

  本市においては，人口減少や少子高齢化に伴う生産年齢人口の割合の低下に伴い，

人手不足が深刻化することが見込まれ，多様な人材の確保や育成が喫緊の課題となっ

ています。 

そのため，高齢化が進行するなかでのその担い手となる介護従事者の人材育成・確

保を図る取組や，出産・育児などにより離職した女性の再就業を支援する取組，さら

には将来を見据えたＩＴ人材の育成など，様々な取組を推進する必要があります。 
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(2) その対策 

 

ア 移住・定住 

・ 首都圏などの移住検討者に向けたＰＲの実施 

・ 新規学卒者の本市への就職促進 

・ 移住者が取得した空き家の改修費用への支援   など 

 

イ 地域間交流 

・ 定住自立圏協定に基づく取組の推進 

・  青函圏との交流・連携の促進   など 

 

ウ 人材育成 

 ・ 介護従事者の人材育成・確保の推進 

   ・ 未来のＩＴ人材の育成の推進   など 

 

 

(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

1 移住・定住・

地域間交流の

促進，人材育

成 

(1) 移住・定住 

  

 

 

 

(2) 地域間交流 

 

 

(3) 人材育成 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・地域間交流 

  

移住・定住者誘致推進事業 

地方就職学生支援事業 

空家対策総合支援事業（改修事業） 

移住支援金支給事業 

地域おこし協力隊制度活用事業 

南北海道定住自立圏共生ビジョン連携推進事業 

青函圏交流・連携推進事業 

地域間交流事業 

地域おこし協力隊制度活用事業【再掲】 

介護人材等地域定着対策事業 

 介護従事者確保対策事業 

中小企業認定職業訓練補助事業 

未来のＩＴ人材育成推進事業 

《地域間交流を推進し，地域の活性化につな

げるための事業の実施》 

青函ツインシティ提携周年事業 

姉妹都市提携周年事業 

市 

市 

市 

市 

市等 

市等 

市等 

市 

市等 

 

市 

市 

市 

 

 

市 

市 

 

 
注）上記施策区分および事業名（施設名）の番号は，国が示す事業区分によるため，該当事業がない場合は欠
番になっています。（以降も同様） 
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３ 産業の振興 

 

(1) 現況と問題点 

 

ア 農 林 業 

 

本市の農業は，主要生産品が馬鈴薯，人参，キャベツなどの野菜となっていますが，

近年は，長年の連作と二毛作体系による地力の低下，農産物価格の低迷，土地基盤整

備の遅れ，農家戸数の減少，農業者の高齢化やそれに伴う後継者不足など多くの課題

を抱えています。こうしたことから，今後も生産基盤の整備を総合的に促進しながら，

先端技術の導入による品質の向上や高収益作物の導入，農産物の生産コストの低減，栽

培技術の高度化，担い手の育成などを図り，地域特性を生かした農業振興策を展開し

ていく必要があります。 

また，本市の森林は，林業生産活動が積極的に実施されるべき人工林帯から，多様

樹種で構成される天然生の樹林帯まで，多様な林分構成となっていますが，木材の需

要低迷や林業を取り巻く環境が年々厳しさを増していることから，適切な森林整備が

行われていない状況にあり，今後も，地球温暖化防止や災害抑制など，公益的機能の発

揮に資する効率的な森林整備が必要です。 

特に海沿いの森林は，地域の水産業を支えるうえで大きな役割を担っている一方，

急峻な地形等も多く，森林整備による山地災害防止機能が強く求められています。 

 

イ 水 産 業 

 

本市の周辺海域は，対馬海流・リマン海流・親潮が流れ込み，イカ・サケ・マグロ等

の回遊性魚種やコンブ等の藻類，ウニ・アワビ等の貝類など豊富な資源に恵まれた優

良な漁場を有していることから，道内屈指の水揚げを誇るとともに，水産加工業をはじ

めとする水産関連の産業も集積しており，特に旧４町村地域は，漁業が基幹産業とし

て地域経済を支えています。 

しかし，近年の漁業を取り巻く環境は，海洋環境の変化などによる資源の減少や 

水産物の消費低迷，漁業経費の増大や就業者の減少・高齢化など，厳しい状況におか

れています。こうしたことから，今後も各地域の漁場保全やコンブ・ウニ・アワビな

どの水産資源の維持・増大と安全で良質な水産物の安定供給をめざすとともに，担い

手の育成・確保を図り，将来にわたり安定した漁業経営を実現するため，キングサー

モンやコンブの養殖をはじめとする，天然資源に依存しない「つくり育てる漁業」を

強化する必要があります。 

また，函館国際水産・海洋都市構想の下，学術研究機関等の研究で蓄積された技術

や函館市国際水産・海洋総合研究センター入居団体等の研究成果などを活用し，本市

漁業の持続的発展と新産業の創出による地域経済の活性化が求められています。 
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ウ 商 工 業 

 

    本市の商業は，主として南北海道地域を圏域とした商業活動を行っており，商圏人

口の伸び悩みや大型店の進出などによる流通形態の変化，消費者ニーズの多様化など

により，商業経営を取り巻く環境は大きく変化していることから，魅力ある商店街や

小売市場の形成，地域特産品の販路拡大，集客イベントの実施などにより，地域商業

の活性化を図っていく必要があります。 

食産業については，水産加工品を中心とする食料品製造業が，本市の中心的産業と

なっているものの，景気低迷による販売不振や原材料の不足・価格高騰などにより，

水産加工品の生産量は減少傾向にあることから，新商品の開発や国内外への販路の拡

大といった，「食のブランド向上」と「稼ぐ力の向上」を軸とした事業者への支援な

ど，食関連産業の振興に向けた取組が求められています。 

工業については，厳しい経済環境におかれている状況を踏まえ，地元中小企業の生

産設備の近代化の促進や，ものづくり人材の確保・育成のほか，新技術の導入や新製

品の開発に係る支援制度の活用，産学連携の促進など，関係業界の抱える個別課題に

即した基盤強化や活性化対策が求められています。 

企業誘致については，地域経済の発展や雇用機会の創出を図るため，これまでの企

業訪問や産学官連携によるシティセールスなどの誘致活動に加え，函館市企業立地の

促進に関する条例に基づく助成制度などの支援施策の活用促進を図るとともに，コロ

ナ禍を転機として，首都圏のＩＴ企業等を対象にサテライトオフィスの整備等を進め

るなど，地域企業との共同研究が行われている高等教育機関が集積する優位性なども

生かしながら，積極的な取組を進めていく必要があります。 

また，今後は，あらゆる産業において，新たなデジタル技術を活用したこれまでに

ないビジネスモデルの展開が期待されるなど，ＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）の推進が予想されることから，適切に対応していくことが重要となります。 

 

エ 観    光 

 

    本市の観光入込客数は，北海道新幹線の開業効果から，平成28(2016)年度に過去最

高の約560万人となり，以降，外国人観光客の増加などを背景に，新幹線開業前を上

回る水準を維持してきましたが，新型コロナウイルス感染症の影響を受け，令和２

(2020)年度と令和３(2021)年度には大きく減少し，本市の基幹産業である観光産業は

非常に厳しい状況におかれました。 

こうしたなか，令和４(2022)年度からは観光需要が徐々に回復し，令和５(2023)年

度には台湾との定期航空路線や海外からのクルーズ船も再開したほか，令和６(2024)

年度には人気アニメの劇場版公開などの影響もあり，過去最高を更新する約602万人

もの観光入込がありました。 



 

22 

今後も豊富な観光資源を最大限に活用しながら，質の高い観光により観光消費額を

向上させるほか，観光の繁閑差を縮め，ボランティアやおもてなしなど，函館観光を

盛り上げる地域の人材を増やし，観光客による消費が市内の幅広い産業にもたらす好

影響を周知することで，その効果をより高めるとともに，観光への市民理解を促進す

ることを目指す必要があります。 

また，北海道新幹線の札幌延伸が令和20(2038)年度末以降に遅れる見込みが示され

たことから，渡島・檜山エリアの市町との広域的な連携を強化し，旅行形態の変化や

ニーズの多様化にも対応した真に価値ある滞在型観光を推進することで，より一層の

交流人口の拡大や賑わいの創出に努めていくことが重要となります。 

 

オ そ の 他 

 

    本市の強みである陸・海・空が交わる交通の要衝としての優位性を最大限活用し，

交流人口の拡大と地域の振興発展を図るため，北海道縦貫自動車道などの高規格道路

の整備促進や，物的・人的交流拠点となる各種港湾施設の整備，函館空港の整備や国

際・国内航空路線の拡充など，国内外との高速交通ネットワークのさらなる充実に向

けた取組を推進していく必要があります。 

また，「第３次南北海道定住自立圏共生ビジョン（令和６(2024)年度～令和

10(2028)年度）」に基づき，渡島・檜山エリアの17市町と連携し，交通ネットワーク

の強化のほか，広域観光・滞在型観光の促進や地場産業の育成により産業振興を図る

など，引き続き，広域連携による取組を進める必要があるほか，コンパクト化とネッ

トワーク化を図ることで，人口減少・少子高齢化社会においても一定の圏域人口を有

し，活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する「連携中枢都市圏」への移行

をめざしているところです。 

さらに，厳しい雇用環境の向上を図るため，公共職業安定所など関係機関と連携し，

雇用・就業機会を創出する雇用対策のほか，生産年齢人口の減少等による労働力不足

に対応するため，若者や女性・高齢者等の潜在人材の就労支援にも努める必要があり

ます。 

 

 

(2) その対策 

 

ア 農 林 業 

・ 農業用用排水施設等の整備 

・ 農業経営近代化施設の整備 

・ 農産物の高付加価値化 

・ 農業後継者・担い手の育成・確保への支援 

・ 森林機能の維持・増進に向けた取組の推進   など   
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イ 水 産 業 

・ 水産資源増大対策および漁場づくりの推進 

・ 漁港，船揚場などの整備 

・ 漁業経営近代化施設の整備 

・ 水産物の高付加価値化 

・ 漁業後継者・担い手の育成・確保への支援   など 

 

ウ 商 工 業 

・ 商店街の振興 

・ 国内外販路の拡大 

・ 食の産業化の推進 

・ 企業誘致の推進 

・ 新産業の創出と起業化の促進 

・ 地場産業の振興   など 

 

エ 観    光 

・ 国内外観光客誘致プロモーションの推進 

・ 観光客受入体制の整備 

・ 函館ブランドの確立 

・ 新たな観光資源の創出および広域観光の充実 

・ 観光施設等の整備   など 

 

オ そ の 他 

・ 北海道縦貫自動車道および函館新外環状道路の整備促進 

・ 函館港および椴法華港の整備促進 

・ 函館空港の整備促進および国際・国内航空路線の拡充 

・ 旅客船誘致・ポートセールスの推進 

・ 中小企業振興対策の充実 

・ 雇用対策の推進   など 
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(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

2 産業の振興 (1) 基盤整備 

・農業 

 

 

 

  

 ・林業 

 

 

 ・水産業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 漁港施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業農村整備事業 

 鶴野地区 

 中の沢高台地区 

土地基盤整備事業 

多面的機能支払交付金事業 

市有林整備事業 

私有林整備促進事業 

森林作業員長期就労促進事業 

水産環境整備事業 

 コンブ礁設置・囲い礁 

 コンブ礁設置・単体礁 

 コンブ礁設置・投石 

 ウニ礁設置・囲い礁 

 ウニ礁設置・単体礁 

 大型魚礁設置 

 魚類育成礁設置 

 産卵礁設置 

船揚場整備事業 

漁港整備事業 

 第３種函館漁港 

 第１種住吉漁港 

 第１種函館湯川漁港 

 第１種志海苔漁港 

 第１種志海苔（銭亀地区）漁港 

 第１種石崎（銭亀沢）漁港 

 第１種小安漁港 

 第１種釜谷（戸井）漁港 

 第１種汐首漁港 

 第４種山背泊漁港 

第２種戸井漁港 

 第１種日浦漁港 

 第２種大澗漁港 

 第１種女那川漁港 

 第１種恵山漁港 

 第１種古部漁港 

 第１種木直漁港 

 第２種尾札部（黒鷲岬地区）漁港 

 第２種尾札部漁港 

 第１種川汲漁港 

 第１種川汲（安浦地区）漁港 

 第３種臼尻漁港 

 第１種大舟漁港 

 

 

北海道 

北海道 

民間 

民間 

市 

民間 

民間 

 

北海道 

北海道 

市 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

漁協等 

 

国 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

国 

北海道

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

北海道 

国 

北海道 
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持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

2 産業の振興 (2) 漁港施設 

 

(3) 経営近代化施設 

 ・農業 

 

 ・水産業 

 

(5) 企業誘致 

(6) 起業の促進 

(7) 商業 

・その他 

(9) 観光又は 

レクリエーション 

 

 

 

(10)過疎地域持続的 

発展特別事業 

 ・第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・商工業･６次産業化 

 

 

 

 

 

第１種大舟（美呂泊地区）漁港 

 第１種大舟（望路地区）漁港 

 

営農高度化促進機械整備事業 

スマート農業技術活用支援事業 

栽培漁業施設整備事業 

漁業用流通施設整備事業 

地方拠点開設支援事業 

創業支援事業 

 

卸売市場施設改修事業 

 

函館山遊歩道整備事業 

恵山海浜公園改修事業 

水無海浜温泉改修事業 

ふるさと文化公園改修事業 

《地域の農林業および水産業の将来にわたる

継続・発展を図るための事業の実施》 

農林水産物販路開拓等推進事業 

農林水産物ブランド化等推進事業 

緑肥導入促進事業 

農業後継者育成対策事業 

はこだて森林認証協議会事業 

魚類等養殖推進事業 

 キングサーモン完全養殖技術研究事業 

 海面養殖調査 

水産海洋研究連携推進事業 

 コンブ漁業振興研究事業 

漁場管理保全事業 

 ウニ密度管理事業 

天然コンブ繁茂対策事業 

 雑海藻駆除事業 

資源増大・有効利用対策事業 

 ウニ種苗放流事業 

 アワビ種苗放流事業 

 ナマコ種苗放流事業 

 ウニ深浅移植放流事業 

漁業後継者育成対策事業 

漁業被害対策事業 

《地場産業の振興･発展に資する事業の実施》 

商店街等イベント開催支援事業 

商店街等持続化支援事業 

函館スイーツブランド化等推進事業 

海外販路拡大推進事業 

ものづくり広域連携推進事業 

北海道 

北海道 

 

農協等 

民間等 

漁協 

漁協 

市 

市等 

 

市 

 

市 

市 

市 

市 

 

 

市 

市等 

農協 

農協等 

市等 

 

市 

市 

 

市 

 

漁協 

漁協 

漁協 

 

漁協 

漁協等 

漁協等 

漁協 

漁協 

漁協 

 

市等 

市等 

市等 

市等 

市 
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持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

2 産業の振興  ・観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・企業誘致 

 

 

 

 

 

 ・その他 

 

 

 

(11)その他 

《観光振興・観光力の向上につなげるための

事業の実施》 

国内観光プロモーション事業 

海外観光プロモーション事業 

観光客受入環境整備事業 

広域観光連携事業 

観光宣伝印刷物等作成事業 

観光ポータルサイト運営事業 

はこだてフィルムコミッション事業 

コンベンション誘致関係事業 

コンテンツツーリズム事業（仮称） 

函館山夜景魅力度向上事業 

オーバーツーリズム対策事業 

《函館らしい魅力あるイベントを通じた観光

都市ブランドの構築に資する事業の実施》 

はこだてフードフェスタ開催事業 

箱館五稜郭祭開催事業 

函館港まつり開催事業 

グルメワンダーパーク函館開催事業 

はこだてクリスマスファンタジー開催事業 

大沼・函館雪と氷の祭典開催事業 

湯の川温泉花火大会開催事業 

はこだてＭＯＭＩ－Ｇフェスタ開催事業 

新たな冬季イベント開催事業（仮称） 

函館港イルミナシオン映画祭開催事業 

はこだて国際民俗芸術祭開催事業 

道の駅「なとわ・えさん」イベント開催事業 

恵山つつじまつり開催事業 

恵山ごっこまつり開催事業 

南かやべひろめ舟祭り開催事業 

はこだて縄文まつり開催事業 

縄文世界遺産登録記念事業 

《企業誘致を促進し，地域経済の活性化につ

なげるための事業の実施》 

企業誘致推進事業 

ものづくりシティセールス事業 

企業立地促進事業 

立地環境調査補助事業 

《空港・港湾の利用を促進し，地域経済の活

性化につなげるための事業の実施》 

函館空港利用促進事業 

旅客船誘致推進事業 

ⅮＸ・生産性向上支援事業 

中小企業金融対策事業 

小規模事業経営近代化促進事業 

 

 

市 

市 

市 

市等 

市 

市 

市等 

市 

市 

市等 

市等 

 

 

市等 

市等 

市等 

市等 

市等 

市等 

民間 

市 

市等 

民間 

民間 

民間 

民間 

民間 

民間 

民間 

市 

 

 

市等 

市 

市 

市 

 

 

市等 

市等 

市 

市 

市 
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持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

2 産業の振興 (11)その他 雇用環境向上促進事業 

雇用対策推進事業 

はこだてエリア企業採用情報発信支援事業 

函館市奨学金返還支援事業 

ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営事業 

若者に向けた地元企業の魅力発信事業 

就職促進マッチング支援事業 

女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業 

北海道縦貫自動車道整備事業 

函館新外環状道路整備事業 

函館駅前東地区第一種市街地再開発事業 

函館空港整備事業 

重要港湾函館港整備事業 

地方港湾椴法華港整備事業 

スポーツ大会・合宿誘致推進事業 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

国 

国 

民間 

国 

国等 

国 

市 

 

 

 

(4) 産業振興促進事項 

 

(i) 産業振興促進区域および振興すべき業種 

 

産業振興促進区域 業  種 計画期間 備  考 

旧函館市域: 

令和８(2026)年度まで 

旧４町村地域: 

令和12(2030)年度まで 

製造業，情報サービ

ス業等，農林水産物

等 販売 業， 旅館 業

（下宿営業を除く） 

令和８(2026)年４月１日

～ 

令和13(2031)年３月31日 

 

 

(ii) 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 

上記(2)，(3)のとおり 
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４ 地域における情報化 

 

(1) 現況と問題点 

 

住民への情報伝達手段として設置されている防災行政無線は，災害時や緊急時の 

連絡など，随所にその効果が発揮されていることから，今後も，計画的に整備してい

く必要があります。 

また，社会全体のデジタル化が加速するなか，デジタル格差の解消が課題となって

おり，今後は，国の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づく，様々な取組

の効果的な展開に向けて，住民への周知・啓発等に努めていく必要があります。 

 

 

(2) その対策 

 

・ 防災行政無線の整備   など 

 

 

(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

3 地域における

情報化 

(1) 電気通信施設等 

情報化のための施 

設 

・防災行政用無線 

施設 

 

 

 

防災行政無線整備事業 

 

 

 

市 
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５ 交通施設の整備，交通手段の確保 

 

(1) 現況と問題点 

 

ア 道    路 

 

道路は，市民生活や産業活動に欠かせない社会基盤であるため，本市はこれまで，

幹線道路や生活道路の改良・舗装整備をはじめ，老朽化が進んでいる道路橋やトンネ

ルなど道路施設についても，長寿命化修繕計画に基づき定期点検や修繕を実施すると

ともに，通学路の安全対策などに努めており，今後においても，防災・安全対策を踏

まえた道路整備や計画的な道路施設の修繕のほか，人にやさしい歩行空間の創出など，

道路環境の向上が求められています。 

また，旧４町村地域については，海岸線に沿って延びる国道278号と道道６路線が

地域にとって重要な幹線道路となっており，住民の日常生活圏の拡大に向けて産業活

動等に密着している生活道路とともに，計画的な整備が必要です。 

 

イ 交通確保対策 

 

    市電や路線バスをはじめとする公共交通は，通勤や通学，買い物や通院など市民 

生活に欠くことのできないものですが，自家用自動車の普及や道路網の整備が進む中，

人口移動や人口減少などにより，市電・路線バスの利用状況は，平成６(1994)年から

令和元(2019)年までの25年間で，市電の利用者数は４割近く，路線バスの利用者数は

約３分の１にまで減少し，このままの状況が続いた場合には，さらなる減便や路線の

廃止など，市民生活に必要な公共交通の確保が難しくなることが懸念されています。 

このような状況にありますが，高齢化の進行などにより，自家用自動車を運転でき

ない，または運転しない市民の移動手段として，市電や路線バスをはじめとする公共

交通機関は，今後も重要な役割を担うことから，地域において持続可能な公共交通の

構築や維持・存続が喫緊の課題となっています。 

 

 

(2) その対策 

 

ア 道    路 

・ 地域内幹線道路および生活道路の改良・舗装整備 

・ 交通安全対策の推進 

・ 歩道の段差解消やバリアフリー化の推進   など 
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イ 交通確保対策 

   ・ 持続可能な公共交通網の構築 

・ 生活交通路線の維持・確保   など 

 

(3) 計  画 

 

事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

4 交通施設の整

備，交通手段

の確保 

(1) 市町村道 

 ・道路 

 

 

 

 

 

 

 ・橋りょう 

 ・その他 

 

 

 

 

 

 

(5) 鉄道施設等 

 ・軌道施設 

 ・軌道車両 

 

 ・その他 

(9) 過疎地域持続的

発展特別事業 

 

 ・その他 

(10)その他 

 

改良舗装 

 尾札部磨光小学校線 

安浦高台１号線 

尾札部著保内野２号線 

街路整備 

 日吉中央通（湯川工区） 

雪寒対策事業 

橋梁長寿命化対策事業 

道路附属物長寿命化対策事業 

道路施設点検事業 

ロードヒーティング施設修繕事業 

道路案内標識整備事業 

歩行者にやさしい道づくり事業 

路面下空洞調査 

湯の川地区まちなかウォーカブル推進事業 

 

市電軌道・電停改良事業 

市電車体改良事業 

市電超低床車両購入事業 

道南いさりび鉄道株式会社運行支援事業 

《地域住民の福祉活動や社会活動への参加等

を促進するため，地域内の交通手段の確保に

資する事業の実施》 

地域内交通確保対策事業 

生活交通路線維持事業 

 

市 

 

 

 

市 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

市 

市 

市 

市等 

 

 

 

市 

市 
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６ 生活環境の整備 

 

(1) 現況と問題点 

 

ア 水道施設 

 

    水道施設は，市民生活や社会経済活動を支える重要なライフラインであることから，

安全で良質な水道水を安定供給するほか，災害時においても市民生活に著しい支障を

きたすことがないよう，老朽化した水道施設の改良・更新や危機管理対策を推進して

いく必要があります。 

 

イ 下水処理施設 

 

    下水処理施設は，快適な生活環境の確保や公衆衛生の向上ならびに公共用水域の水

質保全などの役割を担う，重要な社会基盤施設であることから，計画的に老朽化した

施設の改築・更新を行っていく必要があります。 

    なお，旧４町村地域のうち戸井地域では，平成12(2000)年度から特定環境保全公共

下水道整備事業を進め，平成18(2006)年度から供用を開始していますが，恵山地域，

椴法華地域，南茅部地域については，集落形態や地理的条件等に合わせて，今後も合

併処理浄化槽の設置促進など生活排水処理対策を講じていく必要があります。 

 

ウ 廃棄物処理施設 

 

    本市の廃棄物処理施設に係る主要設備等については，経年劣化や老朽化が進んでいる

状況にあり，とりわけ，ごみ焼却施設については老朽化が顕著であるため，プラント

設備や建屋の全面的な改修を進め，ダイオキシン類や有害物質の排出抑制など，適正

な処理を維持し，安定した廃棄物処理を行うとともに，今後も，各種施設の定期的な

整備のほか，適切な設備更新を図っていく必要があります。 

 

エ 火 葬 場 

 

    火葬場については，公衆衛生，その他公共の福祉の見地から，火葬業務を支障なく

行う必要があるため，設備等の老朽化に伴い，定期的に改修を行っていく必要があり

ます。 
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オ 消防・救急施設 

 

    消防体制については，頻発化・激甚化する気象災害や高齢化社会の進行に伴う救急出

動件数の増加など，消防を取り巻く環境の変化に的確に対応するとともに，より安全で

迅速な対応を図るため，消防・救急施設や設備の整備・更新などを計画的に進め，救急

救命体制の充実はもとより，火災予防体制や地域防災力の要である消防団の強化を図

っていく必要があります。 

 

カ 公営住宅 

 

    公営住宅については，「函館市公営住宅等長寿命化計画（令和５(2023)年度～令和

14(2032)年度）」に基づき，既存市営住宅の外壁・屋根等の改修を行い，入居者の安全

性の確保と良質な住宅ストックとして長期的な活用を可能にするとともに，老朽・狭

小・設備不良の状態にある住宅の建替えを計画的に推進することで，土地の高度利用

や居住水準の向上を図り，地域の良好な住環境の形成に努めていく必要があります。 

 

キ そ の 他 

 

    住民が安心して暮らすことができる生活環境づくりとして，地震などの災害に備え，

防災訓練の実施による防災意識の向上や，自主防災組織の育成・支援による地域防災

力の強化など，防災対策に取り組む必要があるほか，地域コミュニティの中心的な役

割を担う町会等については，自主的な活動を促進するための支援などを行い，地域の

活性化につなげていく必要があります。 

また，美しい都市景観の形成や住み良い環境づくりのため，西部地区の再整備の取

組や老朽化した空き家の解消などを推進するとともに，公園整備や遊具施設等の更新

などを計画的に進めていく必要があります。 
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(2) その対策 

 

ア 水道施設 

・ 浄水施設，取水施設，配水管等の整備   など 

 

イ 下水処理施設 

・ 管渠施設，ポンプ場施設，終末処理場施設の整備 

・ 函館湾流域下水道の整備 

・ 特定環境保全公共下水道の整備 

・ 合併処理浄化槽の設置促進   など 

 

ウ 廃棄物処理施設 

・ 焼却施設および廃棄物最終処分場の整備 

・ 再資源化処理施設の整備 

・ 次期廃棄物処理施設の整備 

・ し尿処理施設の整備   など 

 

エ 火 葬 場 

・ 斎場の改修   など 

 

オ 消防・救急施設 

・ 消防施設の改修・整備 

・ 各種消防・救急車両の整備 

・ 防災意識の向上および地域消防組織の強化   など 

 

カ 公営住宅 

・ 老朽住宅の建替 

・ 住宅の外壁・屋根等の改修 

・ 住宅の居住性の向上・改善   など 

 

キ そ の 他 

・ 防災意識の向上および地域防災力の強化 

・ 町会会館建設および町会活動への支援 

・ 公園施設長寿命化計画に基づく遊具施設等の改修，撤去 

・ 空き家の除却への支援   など 
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(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名  

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

5 生活環境の 

整備 

(1) 水道施設 

 ・上水道 

 

 

(2) 下水処理施設 

 ・公共下水道 

  

 

 

 

 ・その他 

 

(3) 廃棄物処理施設 

 ・ごみ処理施設 

 

 

 ・し尿処理施設 

(4) 火葬場 

(5) 消防施設 

 

 

 

 

 

(6) 公営住宅 

 

(7) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

 

・防災・防犯 

 

 

 

 

 

 

 ・その他 

 

浄水施設整備事業 

取水施設整備事業 

配水管等整備事業 

 

特定環境保全公共下水道整備事業 

管渠施設整備事業 

ポンプ場施設整備事業 

終末処理場施設整備事業 

函館湾流域下水道事業 

生活排水処理促進事業 

 合併処理浄化槽設置事業 

焼却施設整備事業 

廃棄物最終処分場整備事業 

再資源化処理施設整備事業 

次期廃棄物処理施設整備事業 

し尿処理施設整備事業 

斎場改修事業 

消防庁舎改修事業 

高規格救急自動車整備事業 

水槽付消防ポンプ自動車整備事業 

小型動力ポンプ付積載車整備事業 

消防指揮車整備事業 

消防水利整備事業 

公営住宅建替事業 

公営住宅外壁等改修事業 

《地域住民が将来にわたり，安全に暮らすこ

とのできる地域社会の実現を図るための事業

の実施》 

防災意識普及啓発事業 

災害用備蓄品等購入事業 

地域防災力強化事業 

防災訓練実施事業 

防災無線システム整備事業 

避難行動要支援者名簿システム整備事業 

特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助事業 

消防水利撤去（用途廃止）事業 

旧消防庁舎等解体事業 

旧地域会館解体事業 

旧職員住宅解体事業 

旧貸建物解体事業 

地域会館改修事業 

 

市 

市 

市 

 

市 

市 

市 

市 

北海道 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

民間 

市 

市 

市 

市 

市 

市 
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持続的発展 

施策区分 

事 業 名  

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 (8) その他 町会会館建設事業 

町会等支援事業 

防犯・街路灯整備事業 

公害監視機器整備事業 

有害大気汚染物質測定事業 

生ごみ減量化対策推進事業 

資源ごみ収集推進事業 

資源回収促進事業 

環境教育促進事業 

環境啓発イベント等実施事業 

公園施設長寿命化対策事業 

公園整備事業 

河川浚渫事業 

西部地区再整備事業 

ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業 

空家対策総合支援事業（除却事業） 

民間 

民間 

民間 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市等 

市 

市 
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７ 子育て環境の確保，高齢者等の保健および福祉の向上および増進 

 

(1) 現況と問題点 

 

ア 児童福祉 

 

本市における令和５(2023)年の出生数は947人となっており，合計特殊出生率は

0.99で，全国平均1.20・全道平均1.06を下回るなど，出生数の減少に歯止めがかかっ

ていない状況が続いています。 

このような状況のなか，令和７(2025)年３月に策定した「函館市こども計画（令和

７年度～令和11(2029)年度）」に基づき，地域における子育て支援，母子の健康確保

と増進，ひとり親家庭の自立支援，子どもの貧困対策など，各種施策を実施しており，

今後においても，将来を担う子どもたちの健やかな成長を支え，安心して子どもを産

み育てることができる社会の実現をめざして，子ども・子育て家庭の支援に関する施

策の効果的な推進に努めていく必要があります。 

 

イ 高齢者福祉 

 

    本市においては，今後も，高齢者比率が上昇する状況が続き，介護ニーズが高い高

齢者の割合が増加する一方で，生産年齢人口の割合が低下し，高齢者の生活を支える

担い手が不足することが見込まれています。 

このような状況のなか，令和６(2024)年３月に策定した「第10次函館市高齢者保健

福祉計画・第９期函館市介護保険事業計画（令和６年度～令和８(2026)年度）」に基

づき，地域住民の複雑化・複合化した課題解決を支援するため，市内10圏域の地域包

括支援センターに自立相談支援機関を併設した「福祉拠点」の整備や，地域の特性に

応じた介護サービス提供体制の整備など，引き続き「地域包括ケアシステム」の推進

に努めるとともに，各種サービスの充実に向けた施策に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

ウ 障がい福祉 

 

    本市においては，身体障害者手帳の交付者数が減少傾向であるのに対し，療育手帳，

精神障害者保健福祉手帳の交付者数は年々増加しています。 

このような状況のなか，障がい者施策の推進を図るため，施策全般にわたる基本的

な事項を定める中長期の計画として，令和７(2025)年度には，障がい者福祉に関する

全体目標を掲げた「障がい者基本計画」と，具体策を定めた「障がい福祉計画」を一

本化した「はこだて障がい福祉プラン（仮称）（令和９(2027)年度～令和14(2032)年

度）」の策定に着手しました。 
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障がい福祉サービスをはじめ，相談支援体制や地域生活支援事業を提供するための

体制を総合的かつ計画的に確保することをめざし，引き続き，障がいのある人の地域

生活の支援体制の充実および自立・社会参加の促進に努めていく必要があります。 

 

エ そ の 他 

 

    本市においては，これまで，平成25(2013)年に策定した「健康はこだて21（第２

次）」に基づき，健康増進に向けた取組を推進し，次世代（18歳未満）の健康状態は

改善傾向に向かっているものの，働く世代や高齢期にかけて，多くの健康課題が残っ

ていることに加え，健康寿命においては，全国，北海道よりも短い状況が続いていま

す。 

こうしたことから，生涯をより長く，健康的に過ごし活躍できるよう，「第３次函

館市健康増進計画（令和６(2024)年度～令和17(2035)年度）」を策定し，高齢になっ

てからの生活習慣病の重症化を防ぐため，特に働く世代を中心とした施策を展開する

中で，重点的に健康課題の解決に取り組むとともに，産学官連携やＩＣＴの活用によ

って健康増進の環境づくりと基盤整備に取り組み，健康寿命の延伸と健康格差の縮小

を図り，「誰一人取り残さない健康づくり」を推進していく必要があります。 

 

(2) その対策 

 

ア 児童福祉 

   ・ 認定こども園の整備への補助 

・ 子育て支援の推進および保育サービスの向上 

・ 子どもの健全育成の推進 

・ 妊娠・出産・子育てにわたる切れ目のない支援   など 

 

イ 高齢者福祉 

   ・ 福祉拠点の整備・運営 

   ・ 公共交通機関の乗車料金の助成 

・ 在宅医療・介護連携事業の推進 

・ 介護予防・生活支援サービスの推進   など 

 

ウ 障がい福祉 

   ・ 障がい福祉サービスの提供 

   ・ 地域生活支援事業の実施   など 

 

エ そ の 他 

   ・ 健康づくり事業の推進 

   ・ 各種健康診査・検診事業の実施   など 
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(3) 計  画 

 

事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

6 子育て環境の

確保，高齢者

等の保健およ

び福祉の向上

および増進 

(2) 認定こども園 

(3) 高齢者福祉施設 

 ・高齢者生活福祉

センター 

・老人ホーム 

・老人福祉 

センター 

(5) 障害者福祉施設 

・地域活動支援 

センター 

(8) 過疎地域持続的

発展特別事業 

・高齢者・障害者 

福祉 

 

 

(9) その他 

 

 

 

 

 

認定こども園整備事業 

 

生活支援ハウス運営事業 

恵山福祉センター改修事業 

軽費老人ホーム運営補助事業 

谷地頭老人福祉センター改修事業 

湯川老人福祉センター改修事業 

 

障害者地域活動支援センター事業 

 

《高齢者等が安全に安心して暮らすことがで

きる保健・福祉サービスの実施》 

高齢者交通料金助成事業 

高齢者等送迎サービス事業 

高齢者温泉入浴優待事業 

障害者等外出支援事業 

子育て支援推進事業 

保育サービス向上推進事業 

子ども健全育成事業 

ひとり親家庭等支援事業 

子ども医療助成 

ひとり親家庭等医療助成 

妊産婦保健事業 

不妊治療等助成事業 

新生児聴覚検査事業 

ひとり暮らし高齢者等 

緊急通報システム設置事業 

高齢者等在宅生活支援事業 

地域包括支援センター運営事業 

在宅医療・介護連携推進事業 

生活支援体制整備事業 

地域ケア会議推進事業 

成年後見センター運営事業 

健康づくり推進事業 

各種健康診査・検診事業 

歯周疾患（歯周病）検診事業 

若い世代のピロリ菌検査実施事業 

はこだて健幸プロジェクト負担金 

総合福祉センター改修事業 

市等 

 

市 

市 

民間 

市 

市 

 

市 

 

 

 

市 

市 

市 

市 

市等 

市等 

市 

市等 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

市 

市 

市等 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 
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８ 医療の確保 

 

(1) 現況と問題点 

 

    本市の令和６(2024)年10月１日現在における病院と一般診療所をあわせた人口10万

人あたりの病床数は2,547.2床となっており，全国1,245.8床，全道1,847.8床を上回

っているものの，近隣市町を含めて旧函館市域に集積している状況であり，地域医療

の確保や高齢化の進行等に対応した医療を提供するため，医師をはじめとする医療従

事者の確保を進めていく必要があります。 

    市立病院事業としては，市立函館病院，市立函館恵山病院および市立函館南茅部病院

の３病院を運営しており，特に市立函館病院は，地方・地域センター病院としての責務

のほか，臨床研修病院や地域災害拠点病院，地域がん診療連携拠点病院などの指定を

受けています。 

また，南北海道の救急医療を担う救命救急センターの指定も受けており，道南圏の

ドクターヘリの基地病院となるなど，南北海道の基幹病院として，重要な役割を担っ

ています。 

 

(2) その対策 

・ 各種医療施設設備の整備    

・ 夜間診療および救急医療体制の充実   など 

 

 

(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

7 医療の確保 (1) 診療施設 

 ・病院 

(3) 過疎地域持続的 

 発展特別事業 

 ・自治体病院 

 

医療施設設備整備事業 

《地域医療の確保に資する事業の実施》 

 

診療応援医師招へい事業 

 

市 

 

 

市 
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９ 教育の振興 

 

(1) 現況と問題点 

 

ア 学校教育 

 

    全国的に少子化が進むなか，本市においても児童生徒数の減少が著しく，１学年１

学級の小規模校が全市的に数多くみられ，クラス替えができないことや目的に応じた学

習形態を取り難いこと，部活動が組織できないなどの課題が生じており，教育環境の

充実を図るため，「函館市立小・中学校再編計画」に基づき，地域の実情を十分踏ま

えながら，学校の統廃合を進めていく必要があります。 

    また，学校施設は児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに，災害時

には地域住民の避難所としての役割も果たすことから，その安全性の確保は極めて 

重要であり，教育環境の改善と機能向上を目的とした校舎等の整備・改修や，安全・

安心で快適な学校づくりに資する取組を進めていく必要があります。 

 

イ 社会教育 

 

    本市では，生涯学習機会の創出や活動の場の提供など，社会教育の充実に努めて 

いますが，住民の社会教育に対する期待やニーズに応え，地域特性等を生かした生涯

学習事業を推進していく必要があります。 

 

ウ コミュニティ活動・スポーツ振興 

 

人口減少や高齢化の進行により地域コミュニティの活力低下が懸念されるなか， 

地域において住民同士が支え合う力の維持向上を図るうえで，地域の枠を超えた交流

機会の拡大や住民の自主活動の場の提供，コミュニティ活動やスポーツ振興のため，

その活動に資する集会施設や体育施設等の有効利用と関連施設の整備・改修を進めて

いく必要があります。 

 

エ そ の 他 

 

近年，子どもの貧困が社会問題化しており，本市においても，小・中学校における

生活保護世帯と就学援助世帯を合わせた低所得世帯の対象児童が約３割を占める状況

にあるため，低所得世帯への教育費負担の支援や，向学心と能力が十分あるにもかか

わらず，経済的理由により就学困難な学生・生徒に対する支援などの取組を進めてい

く必要があります。 
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(2) その対策 

 

ア 学校教育 

・ 小・中学校校舎等の整備・改修 

・ スクールバスの運行   など 

 

イ 社会教育 

・ 社会教育施設の充実および利用促進 

・ 地域の特性を生かした生涯学習の推進   など 

 

ウ コミュニティ活動・スポーツ振興 

・ 地域コミュニティ施設の改修 

・ 体育施設・設備の整備・改修 

・ 各種スポーツ振興事業の推進   など 

 

エ そ の 他 

・ 教育費負担に対する支援 

・ 奨学金の給付・貸与事業の実施   など 
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(3) 計  画 

 

事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

8 教育の振興 (1) 学校教育関連施設 

 ・校舎 

 

 

 

 

・屋内運動場 

 

 ・スクールバス・

ボート 

・給食施設 

 ・その他 

(3) 集会施設，体育 

施設等 

・集会施設 

 

・体育施設 

 

(4) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

 

 ・その他 

 

 

(5) その他 

 

外壁・屋根・屋上等改修事業 

暖房設備改修事業 

空気調和設備整備事業 

電気設備等改修事業 

トイレ環境改善改修事業 

屋内運動場改修事業 

屋内運動場照明設備改修事業 

 

スクールバス運行事業 

給食施設等改修事業 

屋外設備改修事業 

 

 

恵山市民センター改修事業 

恵山コミュニティセンター改修事業 

函館フットボールパーク改修事業 

スポーツ施設設備等改修事業 

《地域住民が将来にわたり，安全に暮らすこ

とのできる地域社会の実現を図るための事業

の実施》 

廃校舎等解体事業 

旧学校プール解体事業 

旧教職員住宅等解体事業 

社会教育・体育推進事業 

私立学校運営助成事業 

私立専修学校運営助成事業 

給付型奨学金事業 

奨学金貸与事業 

特別支援教育支援員配置事業 

マラソン大会開催事業 

道南駅伝競走大会開催事業 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

市 

市 

市 

 

 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

民間 
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10 集落の整備 

 

(1) 現況と問題点 

 

旧４町村地域は，旧函館市域に比較して，人口減少や高齢化の進行が著しく，農林水

産業といった地域産業の担い手不足や，生産・消費の縮小による地域経済の衰退が大

きな課題となっていることから，生活交通の確保や，集落の活性化を担う人材の育

成・確保など，地域コミュニティ機能の低下を防ぐ仕組みづくりが求められています。 

 

 

(2) その対策 

・ 生活交通路線の維持 

・ 集落の活性化を担う人材の育成・確保   など 

 

 

(3) 計  画 

 

事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

9 集落の整備 (3) その他 移住・定住者誘致推進事業【再掲】 

地域おこし協力隊制度活用事業【再掲】 

生活交通路線維持事業【再掲】 

スクールバス運行事業【再掲】 

市 

市等 

市 

市 
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11 地域文化の振興等 

 

(1) 現況と問題点 

 

    北海道で唯一の国の特別史跡に指定されている五稜郭跡については，保護・保存を

強化し，歴史公園としての整備充実を図るため，石垣保存や園路等の環境整備を実施

してきており，今後も計画的な史跡整備が必要であります。 

    また，北海道初の国宝「中空土偶」が展示されている縄文文化交流センターや，北

海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の構成資産である史跡大船遺跡と史跡垣ノ島遺

跡については，北海道において拠点施設の設置も検討されていることから，地域全体

の活性化につながるよう，効果的な活用や保全に努めるとともに，郷土学習など将来

にわたり継承する意識醸成の取組が求められています。 

    さらに，西部地区の歴史的町並みについては，景観を保全するため，歴史的建造物

の外観修理に対する補助のほか，適正に維持するために必要な老朽度調査の実施，適

切に引き継がれていくための意識啓発や承継支援などの取組が求められています。 

 

 

(2) その対策 

   ・ 特別史跡五稜郭跡の環境整備 

   ・ 縄文遺跡・史跡などの整備，保存・活用等の推進 

・ 歴史的建造物の保存，継承・活用の推進   など 

 

 

(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

10 地域文化の 

  振興等 

(1) 地域文化振興施 

設等 

・地域文化振興施設 

 

 

(2) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・地域文化振興 

(3) その他 

 

 

特別史跡五稜郭跡環境整備事業 

文化財建造物（民間所有）保存修理事業 

史跡大船遺跡整備事業 

《地域文化の振興に資する事業の実施》 

 

縄文文化交流センター等管理運営事業 

縄文遺跡群世界遺産関係事業 

（保存活用・普及啓発事業） 

郷土学習推進事業 

歴史的建造物継承・活用推進事業 

 

 

市 

民間 

市 

 

 

市 

市 

 

市 

市 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

(1) 現況と問題点 

 

    本市は，海や山などに恵まれた自然環境にあるとともに，寒冷地にありながら比較

的降雪量が少なく気候にも恵まれていることから，その自然特性から得られる再生可

能エネルギーを有効活用し，各公共施設において太陽光発電システムの導入を進める

とともに，バイオマス発電，廃棄物発電，小水力発電などの設備を設置してきたとこ

ろであり，引き続き，地域特性を生かした自然エネルギーへの取組を図る必要があり

ます。 

 また，新エネルギーの導入を推進するため，太陽光発電システム等の設置への支援

を行うなど，引き続き，環境に配慮したクリーンエネルギーの活用に努める必要があ

ります。 

 

 

(2) その対策 

   ・ 各種発電システムの導入 

・ 新エネルギー等システム設置への支援   など 

 

 

(3) 計  画 

 

事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

11 再生可能エネ

ルギーの利用

の推進 

(1) 再生可能エネル

ギー利用施設 

(2) 過疎地域持続的

発展特別事業 

 ・再生可能 

エネルギー利用 

太陽光発電事業 

廃棄物発電事業 

《再生可能エネルギーの導入・利用の推進を

図るための事業の実施》 

新エネルギー等システム設置費補助事業 

市 

市 

 

 

市 
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

(1) 現況と問題点 

 

    本市は，海と山に囲まれた地形となっており，自然に恵まれた環境を有しています

が，一方では，エゾシカやヒグマの食い荒らし等による農林水産業被害や人的被害が

拡大しており，自然環境に配慮しながら，鳥獣の保護，捕獲，駆除を行う必要があり

ます。 

 また，本市は，毎年多くの市民や観光客が訪れるサクラの名所を有していますが，

近年，サクラの老朽化や枯損が進行しているため，樹木診断・樹木保護等を行い，サ

クラ環境の保全・延命化に取り組む必要があります。 

 

 

(2) その対策 

   ・ 鳥獣被害の防止対策の実施 

   ・ サクラの保全・延命化対策の実施   など 

 

 

(3) 計  画 

 
事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

12 その他地域の

持続的発展に

関し必要な事

項 

過疎地域持続的発展 

特別事業 

《自然環境の保全および再生を図るための事

業の実施》 

鳥獣被害防止対策事業 

サクラ環境対策事業 

  

 

市 

市 
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■事業計画（令和８(2026)年度～令和12(2030)年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

1 移住・定住・ 

 地域間交流の 

 促進，人材育 

 成 

(4) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・地域間交流 

《地域間交流を推進し，地域の活性化につな

げるための事業の実施》 

青函ツインシティ提携周年事業 

姉妹都市提携周年事業 

 

 

市 

市 

 

2 産業の振興 (10)過疎地域持続的 

発展特別事業 

・第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

・商工業・６次産業化 

 

 

 

 

 

・観光 

 

《地域の農林業および水産業の将来にわたる 

継続・発展を図るための事業の実施》 

農林水産物販路開拓等推進事業 

農林水産物ブランド化等推進事業 

緑肥導入促進事業 

農業後継者育成対策事業 

はこだて森林認証協議会事業 

魚類等養殖推進事業 

 キングサーモン完全養殖技術研究事業 

 海面養殖調査 

水産海洋研究連携推進事業 

 コンブ漁業振興研究事業 

漁場管理保全事業 

 ウニ密度管理事業 

 天然コンブ繁茂対策事業 

 雑海藻駆除事業 

資源増大・有効利用対策事業 

ウニ種苗放流事業 

アワビ種苗放流事業 

ナマコ種苗放流事業 

ウニ深浅移殖放流事業 

漁業後継者育成対策事業 

漁業被害対策事業 

《地場産業の振興･発展に資する事業の実施》 

商店街等イベント開催支援事業 

商店街等持続化支援事業 

函館スイーツブランド化等推進事業 

海外販路拡大推進事業 

ものづくり広域連携推進事業 

《観光振興・観光力の向上につなげるための

事業の実施》 

国内観光プロモーション事業 

海外観光プロモーション事業 

観光客受入環境整備事業 

広域観光連携事業 

観光宣伝印刷物等作成事業 

観光ポータルサイト運営事業 

はこだてフィルムコミッション事業 

コンベンション誘致関係事業 

コンテンツツーリズム事業（仮称） 

函館山夜景魅力度向上事業 

 

 

市 

市等 

農協 

農協等 

市等 

 

市 

市 

 

市 

 

漁協 

漁協 

漁協 

 

漁協 

漁協等 

漁協等 

漁協 

漁協 

漁協 

 

市等 

市等 

市等 

市等 

市 

 

 

市 

市 

市 

市等 

市 

市 

市等 

市 

市 

市等 

 



 

48 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

  ・観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・企業誘致 

 

 

 

 

 

 ・その他 

オーバーツーリズム対策事業 

《函館らしい魅力あるイベントを通じた観光

都市ブランドの構築に資する事業の実施》 

はこだてフードフェスタ開催事業 

箱館五稜郭祭開催事業 

函館港まつり開催事業 

グルメワンダーパーク函館開催事業 

はこだてクリスマスファンタジー開催事業 

大沼・函館雪と氷の祭典開催事業 

湯の川温泉花火大会開催事業 

はこだてＭＯＭＩ－Ｇフェスタ開催事業 

新たな冬季イベント開催事業（仮称） 

函館港イルミナシオン映画祭開催事業 

はこだて国際民俗芸術祭開催事業 

道の駅「なとわ・えさん」イベント開催事業 

恵山つつじまつり開催事業 

恵山ごっこまつり開催事業 

南かやべひろめ舟祭り開催事業 

はこだて縄文まつり開催事業 

縄文世界遺産登録記念事業 

《企業誘致を促進し，地域経済の活性化につ

なげるための事業の実施》 

企業誘致推進事業 

ものづくりシティセールス事業 

企業立地促進事業 

立地環境調査補助事業 

《空港・港湾の利用を促進し，地域経済の活

性化につなげるための事業の実施》 

函館空港利用促進事業 

旅客船誘致推進事業 

市等 

 

 

市等 

市等 

市等 

市等 

市等 

市等 

民間 

市 

市等 

民間 

民間 

民間 

民間 

民間 

民間 

民間 

市 

 

 

市等 

市 

市 

市 

 

 

市等 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 交通施設の整 

備，交通手段 

の確保 

(9) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

 

・その他 

《地域住民の福祉活動や社会活動への参加等を

促進するため，地域内の交通手段の確保に資す

る事業の実施》 

地域内交通確保対策事業 

 

 

 

市 

 

5 生活環境の 

整備 

(7) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

 

・防災・防犯 

 

 

 

《地域住民が将来にわたり，安全に暮らすこ

とのできる地域社会の実現を図るための事業

の実施》 

防災意識普及啓発事業 

災害用備蓄品等購入事業 

地域防災力強化事業 

防災訓練実施事業 

防災無線システム整備事業 

避難行動要支援者名簿システム整備事業 

特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助事業 

 

 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

民間 

 



 

49 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

5 生活環境の 

整備 

・その他 消防水利撤去（用途廃止）事業 

旧消防庁舎等解体事業 

旧地域会館解体事業 

旧職員住宅解体事業 

旧貸建物解体事業 

地域会館改修事業 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

6 子育て環境の

確保，高齢者

等の保健およ

び福祉の向上

および増進 

(8) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・高齢者・障害者 

福祉 

 

《高齢者等が安全に安心して暮らすことがで

きる保健・福祉サービスの実施》 

高齢者交通料金助成事業 

高齢者等送迎サービス事業 

高齢者温泉入浴優待事業 

障害者等外出支援事業 

 

 

市 

市 

市 

市 

 

7 医療の確保 (3) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・自治体病院 

《地域医療の確保に資する事業の実施》 

 

診療応援医師招へい事業 

 

 

市 

 

8 教育の振興 (4) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

 

・その他 

《地域住民が将来にわたり，安全に暮らすこ

とのできる地域社会の実現を図るための事業

の実施》 

廃校舎等解体事業 

旧学校プール解体事業 

旧教職員住宅等解体事業 

 

 

 

市 

市 

市 

 

10 地域文化の 

振興等 

(2) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・地域文化振興 

《地域文化の振興に資する事業の実施》 

 

縄文文化交流センター等管理運営事業 

 

 

市 

 

11 再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

(2) 過疎地域持続的 

発展特別事業 

・再生可能 

エネルギー利用 

《再生可能エネルギーの導入・利用の推進を 

図るための事業の実施》 

新エネルギー等システム設置費補助事業 

 

 

市 

 

12 その他地域 

 の持続的発展 

 に関し必要な 

 事項 

過疎地域持続的発展 

特別事業 

《自然環境の保全および再生を図るための事 

業の実施》 

鳥獣被害防止対策事業 

サクラ環境対策事業 

 

 

市 

市 

 



 

 

 


